
 

郡山市告示第 172 号 

 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1項の規定により許可した開発行為に

関する工事は、次のとおり完了した。 

その図面は、郡山市都市構想部開発建築法務課に備え置いて縦覧に供する。 

 

令和８年６月 26 日 

 

郡山市長  椎 根 健 雄        

 

 

開 発 許 可 年 月 日 

及 び 許 可 番 号 
令和8年 6月 23日 郡山市指令開第3-10号の内4工区(全5工区) 

開発区域又は工区に含まれ

る 地 域 の 名 称 及 び 面 積 

【4工区】 

郡山市大槻町字中ノ平 216 番、217 番、218 番、229 番 1、491 番

2、492 番、及び 96 番 1、219 番、487 番 1、488 番、489 番 1、490

番 1、491 番 1、542 番、598 番、599 番の各一部 

 

計 16 筆 他 水 1筆 17,223.32 ㎡               

開 発 許 可 を 受 け た 

者 の 住 所 及 び 名 称 

郡山市大槻町字中ノ平 55 番地の２ 

株式会社福島郡山ＬＬタウン 

代表取締役 福田 哲也 

 

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング 

プロロジスＭＬホールディングス有限会社 

取締役 中村 明夫 

公

共

施

設 

種 類 道路 932.76 ㎡（郡山市） 

位 置 

郡山市大槻町字中ノ平 96 番 1 の内、216 番の内、218 番の内、229

番 1 の内、491 番 1 の内、491 番 2 の内、492 番の内、542 番の内、

598 番の内、599 番の内 

区 域 別紙のとおり 

 



凡 例

道路

4工区


